
１．二輪車「希望ナンバー制」の導入

＜ 対 象 車 両 ＞

　・小型二輪自動車(250㏄超) ※2

　・軽二輪自動車(125㏄超～250㏄) ※3

　　※1 原動機付自転車(125㏄以下)のナンバーは市町村交付のため、本制度の対象外

　　※2 事業用、貸渡等は対象外　※3 被牽引車、事業用、貸渡等は対象外

＜ 選 べ る 番 号 ＞

　二輪ナンバーに表示されるアラビア数字４桁

　(「・・・1」など特に人気が高い番号は、コンピューターによる抽選となります)

＜ 申 込 受 付 開 始 時 期 / 申 込 方 法 ＞

　令和8年10月中旬(予定) / インターネット又は窓口

＜ そ の 他 ＞

　抽選対象番号、申込料金等の詳細は、決定次第お知らせします。

２．ナンバープレートの様式変更

＜ 小 型 二 輪 ＞

　・地域名の右に、CDFGJLNPQRVWX のローマ字を使用 　　同じ番号(4桁)の

　・ローマ字の右の文字に 0 ～ 9 の数字を使用 　　ナンバープレートを

＜ 軽 二 輪 ＞ 　　これまでよりも多く

　・分類番号を二桁化し、左に 1，2，4，5，7 を使用 　　発行することができます。

　・右に 0 ～ 9 の数字を使用

小型二輪自動車　　軽二輪自動車

２０２６年１０月中旬（予定）～申込受付を開始します

希望ナンバー制


